
 

 

令和 ６ 年度 

 

市 有 物 件 公 売 募 集 要 領 

（旧天草教職員住宅第 12 号とその敷地） 

 

（一般競争入札） 

 

令和６年５月１６日入札 

 

 

 

天 草 市 



 １

市有財産等の公売について 
 天草市では、今後公共用地等として保有し又は特に活用する予定のない建物及び土地につ

いて、一般競争入札により売却することにいたしました。 
 今回の売却対象物件は、天草市天草町地内の物件です。 
 市有物件の購入を希望される方は、この募集要領を熟読のうえ、申し込み手続きをされます

ようお願いいたします。 

天草市東浜町8番１号 
天草市総務部財産経営課財産経営係（市役所2階）  

0969－24－8826 

天草市天草町高浜488番地1 
天草市天草支所まちづくり推進課 

0969－42－1111 
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１．公売物件総括表 
 

№ 物件の所在 種類 地目等 面積(公簿) 用途地域等 

1 天草市天草町大江字浜里520番1 

土地 宅地 284.00㎡ 

都市計画区域外 

建物 木造 74.52㎡ 
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２．物件調書  

【物件1】 

所 在 地 天草市天草町大江字浜里520番1 

住 居 表 示 
なし 

※木造 床面積：74.52㎡ 

地 目 ・ 地 積 宅地 ・ 公簿  284.00㎡ 

形 状 等 
ほぼ長方形 
間口 約15.5ｍ  奥行  約24.5ｍ 

接 面 道 路 の 幅 員 等 市道浜里線 幅員4～4.5ｍ(側溝含む) 

最 低 売 却 価 格 1,002,000円 

都 市 計 画 法 等 の 制 限 都市計画区域外 

供給処理施設等の状況 上水道 有 

私道の負担等に関する事項 なし 

交 通 ・ 接 近 条 件 

大江バス停            約190ｍ 

大江郵便局            約450ｍ 

大江天主堂           約1,500ｍ 

天草市立河浦病院        約11,000ｍ 

特 記 事 項 

・土地、建物は現状渡しとなります。 
・地盤調査は行っていません。 
・当該地は、高潮浸水想定区域(0.5～1m)です。 
・建物は未登記となっています。 
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３．位置図・案内図・字図・外観・内観 

位置図（物件 1） 

  

 

 

 

 

 

 

 

案内図（物件 1） 

  

  

物件1 

物件1 

物件1 
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字図（物件 1） 

 

※赤線は目安です。  

物件1 
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外  観（物件 1） 
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内  観（物件 1） 
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４．入札参加申込みの受付及び方法 
(1) 受付期間 
  令和6年4月1日（月）～ 令和6年4月30日（火） 

（土・日曜日、祝日を除く、午前8時30分～午後5時15分) 
(2) 受付場所 
  天草市役所 総務部財産経営課財産経営係（市役所2階） 
  天草市役所 天草支所まちづくり推進課 

(3) 申込み方法 
「市有物件公売一般競争入札参加申込書」（様式第1号）に必要事項を記載のうえ、（5）
の「申込みに必要な書類」を添えて、受付期間内に総務部財産経営課財産経営係、又は

天草支所まちづくり推進課まで持参又は郵送（当日消印有効）してください。 
(4) その他  
  閉庁日及び時間外の受付は原則いたしません。 

（5）申込みに必要な書類 
① 個人の場合 
・ 住民票（外国人の場合は登録原票記載事項証明書・発行後1ヶ月以内のもの） 
・ 印鑑証明書（発行後1ヶ月以内のもの） 
・ 身元（身分）証明書（本籍地の市町村役（場）所で請求・発行後1ヶ月以内のも

の） 
・ 納税(完納)証明書（天草市税の納税証明書は、市税の納付状況等の調査へ同意す 

る場合は省略できるものとする。） 
・ 誓約書（様式第２号） 

   ※連名（共有）による申込みも可能です。その場合は、全員の上記書類と代表者選任届

が必要になります。 
② 法人の場合 
・ 法人登記簿謄本（発行後1年以内のもの） 
・ 印鑑証明書（発行後1ヶ月以内のもの） 
・ 納税(完納)証明書（天草市税の納税証明書は、市税の納付状況等の調査へ同意す

る場合は省略できるものとする。）。 
・ 誓約書（様式第2号） 

※申込書に虚偽の記載をされた場合は、応募は無効とし、以後本市が行う公募売払いの

申込者になることができません。 
 

５．入札参加申込者の資格 

(1) 申込者となることができない者 
①個人及び法人以外の者 
②当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
③地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項各号のいずれかに該

当する者で、当該各号に該当する事実があった後2年を経過していない者 
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2
号に規定する暴力団もしくは同第6号に規定する暴力団員 



 ９

⑤地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の3第1項に規定する公有財産に関す

る事務に従事する天草市職員 
⑥納付すべき市町村税の滞納がある者 

（2）参加資格の承認 
   「市有物件公売一般競争入札参加申込書」を提出された方には、入札前日までに参加資

格の有無について申込者あてに通知します。 
 

６．現地説明会 
  現地説明会は下記の日程で行います。 
     令和6年5月16日（木） 午前10時00分～ 
  ※入札に参加を希望される方で、現地説明会に出席できない場合でも、入札前までに必 

ず現地をご確認ください。 
 

７．入札保証金 
 （1）入札参加者は、入札当日に入札しようとする物件につき、入札金額の100分の5以上

の入札保証金を納入していただきます。 
 （2）入札保証金は現金で納入してください。 
 （3）入札保証金は、落札しなかった方には開札後直ちに返却の手続きを行います。 
 （4）落札者の入札保証金は、契約締結時まで市で保管します。ただし、契約保証金の納入

にこれを充当することができます。 
 （5）入札保証金には、利息を付しません。 
 
８．入札の日程等 
 （1）入札の日時及び場所 
    【日時】 令和6年5月16日（木） 午前11時 
    【場所】 大江地区コミュニティセンター 会議室 
 （2）入札の方法 
    入札は、市の最低売却価格以上で、かつ納入した入札保証金に応じた上限額以内の金

額で入札してください。なお、下記の事項に該当する入札は無効となります。 
① 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 
② 委任状を提出しない代理人のした入札 
③ 所定の入札保証金を納付しない者のした入札 
④ 記名、押印を欠く入札 
⑤ 金額を訂正した入札 
⑥ 入札日と異なる日を記載した入札 
⑦ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
⑧ 明らかに連合によると認められる入札 
⑨ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者の

入札 
⑩ 2以上の意思表示をした入札 
⑪ 郵便による入札 
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⑫ その他入札に関する条件に違反した入札 
  
（3）落札者の決定 
  ① 入札を行った者のうち、最低売却価格以上かつ納入した入札保証金に応じた上限

額以内で最高の金額を持って入札した者が落札者となります。（同額の場合はくじ

引きにより決定） 
  ② 落札者の辞退等により期限までに契約に至らなかった場合は、順次次に高い入札金

額で入札した者を落札者として繰り上げ、契約することとします。 
 

９．売買契約の締結 
（1）落札者は、令和 6 年 5 月 30 日（木）までに、市との間で、土地建物売買契約を締

結していただきます。 
（2）落札者が、正当な理由なく期日までに売買契約を締結しない場合は、入札保証金は

天草市に帰属します。 
 

１０．契約保証金 
（1）落札者は、売買契約締結の際、売買代金の 100 分の 10 以上の契約保証金を納入し

ていただきます。 
（2）契約保証金は市が発行する納入通知書によりお支払いください。 
（3）市との土地建物売買契約締結後、落札者が契約上の義務を履行しない場合は、契約

保証金は天草市に帰属します。 
 
１１．契約上の条件等 
  （1）本物件を、天草市暴力団排除条例（平成24年天草市条例第4号）第2条第1号に 

規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第6号に規定する関係団体 
の事務所又はその他これに類するものの用に供することを禁止します。 

  （2）本物件を、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律 
第147号）第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所又はその他これ 
に類するものの用に供することを禁止します。 

  （3）本物件を、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第 
122号）に定められた風俗営業等又はその他これらに類する業の用に供することを 
禁止します。 

  （4）本物件を上記（1）～（3）の用に供することが明らかなものに対し、売渡し、贈与、 
交換、出資等による所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権そ 
の他の使用若しくは収益を目的とする権利の設定（以下「所有権の移転等」という。） 
をすることを禁止します。 

  （5）本物件を上記（1）～（3）の用に供することが明らかなもの以外に対し、所有権の 
移転等を第三者（以下「転得者」という。）にするときは、上記（1）～（3）を書面 
で引き継ぎ、遵守させなければなりません。また、転得者が所有権の設定等をする 
ときも同様です。 

  （6）違約金 
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    買受者が（1）～（5）の条件に違反した場合は、売買代金の100分の10の違約金を 
天草市に支払わなければなりません。なお、この違約金は、違約罰と解釈し、損害賠 
償額の予定と解釈しません。 

  （7）実地調査等 
上記（1）～（5）の条件の履行を確認するため、随時、売買物件の使用状況について

実地調査を行うことがあります。また、買受者に使用状況について報告を求めること

があります。この場合において、買受者はその調査を拒み、妨げ、又は報告を怠って

はなりません。 
 
1２．売買代金の支払い 
   土地建物売買契約締結の日から30日以内に売買代金から契約保証金として納めた金額

を差し引いた残額を市が発行する納入通知書により支払っていただきます。 
 
1３．所有権の移転等 
  （1）所有権の移転は、売買代金の支払いがあった日とし、同時に売買物件を引き渡しま

す。 
  （2）売買物件の引渡しは、現状有姿のままです。 
  （3）土地の所有権の移転登記は、売買代金支払い完了後天草市が行います。なお、地目

変更及び建物の表示登記は市では行いません。 
  （4）売買契約に必要な印紙代及び登記に必要な登録免許税等の一切の費用は買受者の負

担となります。 
 
1４．落札者がいなかった場合の随時募集・受付 
   落札者がいなかった場合、「市有物件購入申込書」と、本要領の「４．入札参加申込み

の受付及び方法」の（5）①又は②に示す申し込みに必要な書類により、次のとおり随時

募集を受け付けます。 
随時募集の受付期間 

   令和6年5月17日（金）～令和6年7月19日（金） 
（土・日曜日、祝日を除く、午前8時30分～午後5時15分） 

   受付場所：天草市役所 総務部財産経営課財産経営係（市役所2階） 
        天草市役所 天草支所まちづくり推進課 

 
1５．随時募集時の買受人の決定方法 

 申込書提出の先着順により、提出された書類の資格審査を行い買受者を決定し、文書で決

定した旨を通知します。ただし、同日に複数の申し込みがあった場合には抽選を行い、買受者

を決定します。 
   ※抽選会を開催する場合は、別途連絡のうえ実施します。 
   ※抽選会では、買受者のほかに補欠者（買受者が買受を辞退した場合に、繰り上げ買受

人となる方）及びその順位を決定します。 
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様式第１号 

市有物件公売一般競争入札参加申込書 

令和  年  月  日 

天草市長  馬場 昭治 様  

申込人  （住 所） 

     （氏 名）                     印 

     （電 話） 

 
市有物件公売一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて入札参加を申し込みます。 
 

 

物件番号  1  

所  在 天草市天草町大江字浜里520番1  

       

 

 

 

 

 

 



 １３ 

様式第２号 

誓 約 書 

 

令和  年  月  日  

 

 天草市長  馬場 昭治  様 

 

               （住 所）  

               （氏 名）                  印 

 

 私（法人等にあっては、役員等を含む。）は、天草市の市有物件公売一般競争入札参加申込

を行うに当たり、次の事項を誓約します。 

 

１ 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号、以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団及び法第２条第６号に規定する暴力団員ではあり

ません。また、これら暴力団及び暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有しており

ません。 

２ 私は、暴力団の組織の維持及び拡大に資するような暴力団に有益な行為を行いません。 

３ 私は、買い受けた公有財産を暴力団の事務所若しくはその他これに類するものの用に供

しません。 

４ その他、本市有物件公売募集要領の入札参加申込者となることができない者には該当し

ません。 

５ 上記事項に反する場合、契約の解除等、天草市が行う一切の措置について異議、苦情の申

立てを行いません。  
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様式第３号 

委 任 状 

令和  年  月  日 

 

天草市長  馬場 昭治 様 

 

私は、下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

（委任事項） 

 天草市天草町大江字浜里 520 番 1 に所在する市有物件公売の一般競争入札に関する一切の

権限。 
 

委任者  （住 所） 

     （氏 名）                    印 

 

上記の委任の件承諾いたしました。 

受任者  （住 所） 

     （氏 名）                    印 
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様式第４号 

 

入 札 書 

 

令和   年   月   日 

天草市長  馬場 昭治 様  

  （入札者） 住 所 

        氏 名                       印 

  （代理人） 住 所 

        氏 名                       印 

 

 
                          
 
 
 
 
 

（始めの数字の頭に￥を付すること） 
  

 市有物件公売の公告、市有物件公売募集要領及び土地建物売買契約書（案）を承知の上、上

記のとおり入札します。 

 

※ 代理人が入札するときは、委任者の住所、氏名を入札者住所、氏名欄に記入し、代理人

住所、氏名欄に記名押印すること。 

 

  

物件№ 物 件 の 所 在 地 種 別 地 積（土地） 

 1  天草市天草町大江字浜里520番1 
宅地 

建物 

284.00㎡ 

74.52㎡ 

金  額 

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 
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様式第５号 

 

 

同  意  書 

 

私（当社）の市税については完納しています。なお、市有物件の入札会参加資格の確

認のため、市長が必要な税関係情報の記録を調査することに同意します。 

 

令和  年  月  日 

 

氏 名                  ㊞  

（氏名を自署する場合は、押印は不要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １７ 

              土地建物売買契約書（案） 

 

売払人 天草市（以下「売払人」という。）と買受人     （以下「買受人」という。）とは、次の条

項により土地建物の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 甲は、所有する次の土地建物（以下「売買物件」という。）を乙に売り渡し、乙は、これを買い受け

る。 

 （１）土地の表示 

所在 地目 地積（㎡） 

天草市天草町大江字浜里520番1 宅地          284㎡ 

（２）建物の表示（未登記） 

 所在 構造 床面積（㎡） 

天草市天草町大江字浜里520番1 木造     74.52㎡ 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金          円とする。 

 （契約保証金） 

第４条 買受人は、本契約と同時に契約保証金として金       円を売払人に納入するものとする。 

２ 売払人は、前項の契約保証金のうち金       円を買受人の同意を得て、入札保証金より充当す

ることができる。 

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さない。 

        ４ 売払人は、第５条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金のうち 

金       円を売買代金に充当するものとする。 

５ 売払人は、買受人が第５条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を天草市に帰

属させる。 

 （代金の支払い） 

第５条 買受人は、売買代金のうち前条第４項に定める額を除いた金        円を令和  年 月 

日までに売払人が発行する納入通知書により納入しなければならない。 

 （所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、買受人が契約代金を完納した時に売払人から買受人に移転するものとする。 

 （所有権移転登記の嘱託及びその費用） 

第７条 買受人は、前条の規定により売買物件の所有権が移転した後、売払人に対し土地の所有権移転登記

を請求するものとする。 

２ 売払人は、買受人の請求により遅滞なく土地の所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。 

この場合に必要な登録免許税その他の費用は買受人の負担とする。 

 （物件の引渡し） 

第８条 売払人は、所有権移転と同時に、売買物件を現状のまま買受人に引渡すものとする。 

 

収入 

印紙 
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 （危険負担） 

第９条 買受人は、この契約締結後、売買物件が天災その他売払人の責めに帰することができない理由によ

って減失し、又は毀損しても、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

（契約不適合責任） 

第 10 条 買受人は、引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので

あるとしても、履行の追完、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。 

（周辺住民への説明義務） 

第11条 売却地に建物その他の工作物を建築する場合は、周辺住民に対し十分な計画説明を行うこと。 

（特約条項） 

第12条 特約条項については次のように定める。 

１ 売買物件を、天草市暴力団排除条例（平成24年天草市条例第4号）第2条第1号に規定する暴力団、同

条第2号に規定する暴力団員、同条第6号に規定する関係団体の事務所又はその他これに類するものの用

に供してはならない。 

２ 売買物件を、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第5条に

規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所又はその他これに類するものの用に供してはならない。 

３ 売買物件を、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に定められ

た風俗営業等又はその他これらに類する業の用に供してはならない。 

（第三者への権利継承） 

第13条 売買物件を第12条に定めた利用条件の用に供することが明らかなものに対し、売渡し、贈与、交

換、出資等による所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用若しくは収

益を目的とする権利の設定（以下「所有権の移転等」という。）をしてはならない。 

２ 売買物件を第 12 条に定めた利用条件の用に供することが明らかなもの以外に対し、所有権の移転等を

第三者（以下「転得者」という。）にするときは、第12条に定めた利用条件を書面で引き継ぎ、遵守させ

なければならない。また、転得者が所有権の設定等をするときも同様とする。 

（違約金） 

第14条 買受人は、第12条に定める特約条項の利用条件または第13条に定める条項に違反した時は、売 

  買代金の100分の10を違約金として売払人に支払わなければならない。 

２ 買受人は、当該違約金を損害賠償の予定、またはその一部とは解釈しない。 

（損害賠償） 

第15条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、第14条に定める

違約金に加えて、その損害の賠償を請求できる。 

（疑義の決定） 

第16条 本契約に関し疑義があるときは、売払人買受人協議のうえ決定する。 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

令和  年  月  日         売払人  天草市 

                              代表者 天草市長 馬場 昭治                       

 

買受人  住 所 

                       氏 名     



 １９ 

落札後に必要となるもの 

１ 契約保証金  契約金額の 10／100 上に相当する現金を、契約締結時までにお支払いいただきます。 

なお、入札保証金を契約保証金に充当しますので、お支払いいただく金額は、その差額

となります。 

 

２ 売買代金   契約金額と契約保証金の差額を、市が発行する納入通知書により、契約書に規定された

期日までに、市の指定する金融機関にお支払いいただきます。 

 

３ 収入印紙   契約締結時に、契約書に貼付しますので、契約金額に応じた収入印紙をご準備ください。 

なお、収入印紙は郵便局で購入できます。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 登録免許税   課税標準額「固定資産税評価額（千円未満切捨）」に「税率」を乗じて100円未満を切

り捨てた額となります。法務局で所有権移転登記手続きをするのに必要で、税額に相

当する金額分の収入印紙を購入して市にご提出いただき、市が登記手続きを行ないま

す。 

 

５ 住所証明書   個人の場合は、市町村が発行する住民票の写しや戸籍の附票、印鑑証明書のいずれか

を提出していただきます。また、法人の場合は、商業法人登記の登記事項証明書を提

出していただきます。 

   

 

 

 

契 約 金 額 税 額 

100万円超  500万円以下  1,000円 

500万円超 1,000万円以下 5,000円 



 

 

 

 

 


